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平成２７年１０月２９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

平成２６年（ワ）第１６５２６号 損害賠償等請求事件 

口頭弁論の終結の日 平成２７年９月１５日 

判 決 

東京都渋谷区＜以下略＞ 

      原 告     株 式 会 社 Ｄ Ｎ Ａ 

      同訴訟代理人弁護士     黒 木 芳 男 

新潟市＜以下略＞ 

      被 告     株 式 会 社 成 翔 

   新潟市＜以下略＞ 

      被 告     Ａ 

   新潟市＜以下略＞ 

      被 告     Ｂ 

      上記３名訴訟代理人弁護士     中 村 周 而 

                     近 藤 明 彦 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告らは，別紙「商品目録」記載の商品について，これを別紙「ＤＮＡ会員

名簿」記載の者に対して，譲渡し，引き渡し，若しくは買受けの勧誘をしては

ならない。 

２ 被告らは，原告に対し，連帯して３０００万円を支払え。 

第２ 事案の概要 

本件は，原告が，原告のもと会員である被告らにおいて，原告の営業秘密で
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ある別紙「ＤＮＡ会員名簿」（以下「原告名簿」という。）を使用して，原

告名簿記載の者に対し，原告に関する虚偽の情報を流布するなどして原告を

退会するよう勧誘し，原告の販売する商品と類似する別紙「商品目録」記載

の商品（以下「被告商品」という。）を販売しているなどと主張して，不正

競争防止法２条１項７号，３条１項，４条，民法７０９条，７１９条に基づ

き，被告らに対して，被告商品を原告名簿記載の者に販売等することの差止

め及び平成２６年６月から平成２７年５月分までの原告の減収分に係る損害

賠償金の一部である３０００万円の支払を求める事案である。 

１ 前提事実（証拠を掲記したもの以外は当事者間に争いがない。） 

(1) 当事者等 

  原告代表者Ｃ（以下「Ｃ」という。）は，平成６年６月１６日に，食料品，

化粧品，医薬品等の販売を目的とする株式会社ハートインコスモ（以下「ハ

ートインコスモ」という。）を設立し，サケ白子から抽出した核酸を主成分

とする栄養補助食品「ＤＮＡゴールド」をはじめとする栄養補助食品等の販

売を行っていたが，異なる商品販売方法により栄養補助食品等の販売を行う

ため，平成１５年１１月１７日に原告（当時の商号は株式会社Ｃｌｕｂ・Ｄ

ＮＡであり，平成２０年５月１日に現在の商号に変更された。）を設立した。 

  被告株式会社成翔は，食料品，化粧品，医薬品等の販売を目的として平成

１０年３月３日に設立された有限会社成翔が，平成２６年４月４日に株式会

社に移行したものである（以下，有限会社成翔及び被告株式会社成翔を総称

して「被告会社」という。）。被告会社は，設立以来，ハートインコスモの

会員として，平成１５年１１月の原告設立以降は原告の会員として，原告の

商品の販売活動を行っていたが，平成２６年４月２日に原告を退会した。被

告会社は，原告退会後，被告商品を販売している。 

  被告Ａ（以下「被告Ａ」という。）は，被告会社の代表取締役である。被

告Ａは，Ｃの勧誘を受け，平成６年６月にハートインコスモに入会したが，
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被告会社を設立してからは，同社がハートインコスモないし原告の会員とな

った。 

  被告Ｂ（以下「被告Ｂ」という。）は，平成１０年１月にハートインコス

モの会員として入会し，平成１５年１１月の原告設立以降は原告の会員とし

て原告の商品の販売活動を行っていたが，平成２６年５月１日に原告を退会

した。 

(2) 原告の商品販売方法 

 ア 商品購入者の紹介斡旋 

  ① 原告の商品をＡが購入する。 

  ② Ａが，購入者Ｂを紹介・斡旋し，Ｂが商品を購入する。 

  ③ Ｂが，購入者Ｃを紹介・斡旋し，Ｃが商品を購入する。 

  ④ 以下，ＣがＤを，ＤがＥを，ＥがＦを紹介・斡旋し，各々商品を購入

する。 

  ⑤ なお，購入者は，原告の会員として登録される。 

 イ 紹介・斡旋した者の利得 

   Ａは自ら及びその下位者が斡旋した商品購入者の人数に応じて一定の資

格（タイトル）を取得し，その資格に応じて商品販売額のうちの一定額の

利得を受ける。 

(3) 原告と被告らとの間の契約内容等 

被告Ａ及び被告Ｂは，平成２５年７月１５日付けで，ロイヤリティ契約認

定証の認定契約内容明示書（以下「本件認定証」という。）及びタイトルエ

ージェント資格者契約書（以下「本件契約書」という。）に署名押印した。

（甲５の１・２，甲６の１・２） 

  本件認定証には，タイトル資格者厳守事項という表題のもと，１として，

「以下の条文に該当する行為並びに会員規約に抵触した場合は資格が喪失さ

れ」る旨の記載があり，３条には，「自己利益優先の名義変更及び組織変更
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並びに既登録者の自己組織への勧誘をした場合またはそれを示唆した場合」，

９条には，「当該会員を同業他社への移動を画策した場合」との定めがある。

（甲５の１，甲６の１） 

  本件契約書には，第１４条（機密事項の漏洩）として，契約当事者双方が

「知り得た機密・秘密事項並びにプライバシーに関する事項を第三者に漏洩

してはならない。」，「名誉棄損，信用を失墜させる言動をしてはならない。

又，契約解除後も秘密は保持しなければならない。」との定めがある。（甲

５の２，甲６の２） 

  原告は，本件認定証及び本件契約書に係る契約等に基づき，平成１８年か

ら平成２５年にかけて，被告会社に対しては年額約１４６０万円ないし約２

１４０万円を，被告Ｂに対しては年額約２３０万円ないし約５７０万円を，

商品を普及する活動に対するボーナス名目で支給した。 

(4) 本件訴訟に至る経緯及び訴訟経過等 

 ア 原告は，平成２６年５月ころ，退会届を提出した会員に対し，「退会届

の取消（撤回）について（通知）」と題する文書，「４月度・５月度・６

月度の退会及び無期限停止届の確認について（通知）」と題する文書，及

び「ご通知」と題する文書を送付し，退会届の取消（撤回）届に署名・押

印して原告宛に送付することなどを求めた。（乙９の１ないし３） 

 イ 原告は，本件訴訟において，原告の従業員等が偽造した原告のもと会員

４名名義の陳述書（甲１３，１６，２０，２２）を提出した。（証人Ｄの

証言，証人Ｅの証言） 

２ 争点 

(1) 不正競争に基づく差止め及び損害賠償請求の可否 

(2) 不法行為に基づく損害賠償請求の可否 

(3) 原告の損害額 

 ３ 争点に関する当事者の主張 
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(1) 争点(1)（不正競争に基づく差止め及び損害賠償請求の可否）について 

 （原告の主張） 

  原告名簿は，会員のＩＤ番号，氏名，登録製品，登録種別，登録年月，紹

介者ＩＤ番号，紹介者氏名の情報を含み，原告の商品販売方法において極め

て重要なものであるから営業秘密に該当することは明白であり，個人情報保

護の観点からも，その管理は厳重になされていた。被告らは，原告から月２

回送信される「リピーターマップ」により原告名簿記載の原告の営業秘密を

知り，又は知ることが可能であった。 

  被告らは，平成２６年４月ころから，不正の利益を得る等の目的で，原告

の営業秘密である原告名簿を使用して，自ら又は下部会員を介して，原告名

簿記載の者に対し，原告から退会するよう勧誘して被告商品を購入させ，原

告の営業上の利益を侵害した。 

よって，原告は，被告らに対し，不正競争防止法２条１項７号，３条１項，

４条に基づき，被告商品を原告名簿記載の者に販売等することの差止め及び

損害賠償を求める。 

   （被告らの主張） 

    被告らは，原告から原告名簿を示されたことはない。被告らは，原告から

「リピーターマップ」を受領していたが，これは，自身が紹介・斡旋した者

を始めとして自身傘下の８段階の会員のみが記載されているものであり，原

告名簿とは異なる。また，原告名簿及び「リピーターマップ」のいずれにも

住所や電話番号等の連絡先は記載されておらず，これを利用して原告名簿記

載の会員に対する勧誘等をすることはできない。 

(2) 争点(2)（不法行為に基づく損害賠償請求の可否）について 

 （原告の主張） 

  被告Ａ及び被告Ｂは，自分たちが中心となって，原告が販売する核酸を主

成分とする栄養補助食品や化粧品と類似する商品を販売することを企図し，
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平成２６年春ころから，原告の業務に従事中に知り得た原告の商品，販売方

法，利得分配，会員氏名等を使用して，その会員に対し，原告から脱会して

被告会社に入会するよう勧誘し，その結果，原告の多くの会員を退会させた。 

  すなわち，被告らは，共謀の上，自ら又は下部会員を介して，①原告は営

業成績も悪化しており，近いうちに倒産するなどという虚偽の情報を，原告

名簿記載の者に流布し，②原告の核酸商品の原材料を提供し顧問として営業

に協力してきたＦ（以下「Ｆ」という。）と共謀し，同人が原告の顧問を辞

し，その協力が得られなくなったので，原告が主力商品である核酸商品を製

造販売することができなくなるなどの虚偽の情報を，原告名簿記載の者に流

布し，また，③本人の承諾を得ないまま退会届を提出するなどして同人らを

退会させた。 

原告は，被告Ａ及び被告Ｂとの間で本件認定証及び本件契約書を作成し，

同人らに秘密保持義務を負わしめ，また，他の会員を自己組織に勧誘するこ

とや同業他社へ移動させるよう画策することを厳しく禁止してきたのに，被

告Ａ及び被告Ｂはこれに違反したものである。被告会社は，被告Ａが代表取

締役を務める従業員１名の会社であるから，実質的に被告Ａと同視すべきも

のであり，被告Ａの不法行為に共謀し加担したというべきである。 

  これらの被告らの行為は，本件認定証及び本件契約書によって認められる

忠実義務及び信義則に違反し，原告に対する不法行為を構成する。 

よって，原告は，被告らに対し，民法７０９条，７１９条に基づき，損害

賠償を求める。 

 （被告らの主張） 

  被告らは，原告の営業方針やＣの発言等から原告の組織内で活動を続けて

いくことができないと考えて原告を退会したものであり，退会に際して自身

が紹介・斡旋した者等にその事実を伝えたことはあっても，原告名簿記載の

者に対して原告を退会して被告会社に入会するよう勧誘を行ったことはない
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し，無断で退会届を原告に提出するなどの行為をしたこともない。原告は，

本件認定証及び本件契約書に基づく忠実義務違反及び信義則違反を主張する

が，従業員でもない被告らがいかなる義務を負うことになるのか定かではな

い上，本件認定証及び本件契約書の成立経緯及び内容には問題があるから，

これらに係る契約はその有効性すら疑わしいものである。 

  原告の行うビジネスは，会員の人的なつながりを利用し，会員に勧誘活動

を行ってもらうことによって，営業経費・広告経費を削減して顧客を拡大し

ていくところに特色があるのであるから，勧誘者にとっては，自らが退会し

ようとする際に，被勧誘者に対してその事実を告げるのが社交上の常識であ

り，そのような行為についてまで不法行為と評価される余地はない。したが

って，原告において多数の退会者が出たのが事実であるとすれば，原告のビ

ジネスに内在するリスクが顕在化したにすぎず，被告らがその責任を負うも

のではない。とりわけ，原告から多数の退会者が出たのは，原告の営業方針

や会員の待遇への不信，とりわけ原告が新たに主力商品とした「バイオコン

ク」（乳酸菌生産物質濃縮液）についての不評がその主たる理由となってい

るものであるから，被告らの責任ではないことは明らかである。 

(3) 争点(3)（原告の損害額）について 

 （原告の主張） 

  原告の平成２５年における平均月額売上は３１４３万９１７７円であった

が，被告らの行為により，平成２６年６月の売上は２３１１万４４７６円に

減少した。その差額は８３２万４７０７円であり，原告の利益率は３７％程

度なので，原告は，平成２６年６月から平成２７年５月までの１年間に月額

３０８万０１４１円，総額３６９６万１６０２円の減収分の損害を被ること

になるところ，原告は，被告らに対し，一部請求として，損害賠償金３００

０万円の連帯支払を求める。 

 （被告らの主張） 
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  否認ないし争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（不正競争に基づく差止め及び損害賠償請求の可否）について 

原告の主張は必ずしも判然としないものの，要するに，原告名簿は原告の営

業秘密であり，これを原告から示された被告らが，原告名簿を使用して原告名

簿記載の者を原告から退会させ被告会社に勧誘したことが不正競争行為に該当

する旨を主張するものと解される。 

しかしながら，原告は，原告名簿を被告らに対して示したことを何ら立証せ

ず，かかる事実を認めるに足りる証拠はない。この点，原告が被告らに対して

「リピーターマップ」（乙１）を交付していたことについては当事者間に争い

がないものの，この「リピーターマップ」は，自らが勧誘した者ないし被勧誘

者が勧誘した者を８段階までに限って記載しているに過ぎないものであり，原

告名簿より登載人数が少ないから，被告らが原告から原告名簿を示されたとい

うことにはならない。 

また，原告名簿の記載内容は，住所，電話番号等の連絡先に係る情報を含ま

ないため，これを使用して原告名簿記載の者に対して連絡を取ることは不可能

であって，被告らが原告名簿を使用して原告名簿記載の者を原告から退会させ

たとは到底認められない。 

 したがって，不正競争に基づく原告の請求には理由がない。 

 ２ 争点(2)（不法行為に基づく損害賠償請求の可否）について 

(1) 原告の主張は必ずしも判然としないものの，要するに，被告らが，自ら

又は下部会員を介して，平成２６年４月ころから，①原告は近いうちに倒産

するなどという虚偽の情報を，原告名簿記載の者に流布し，②Ｆが原告の顧

問を辞し，その協力が得られなくなったので，原告が主力商品である核酸商

品を製造販売することができなくなるなどの虚偽の情報を，原告名簿記載の

者に流布し，また，③本人の承諾を得ないまま退会届を提出するなどして，
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原告の会員を原告から退会させたことが，不法行為に該当する旨を主張する

ものと解される。 

  そこで，本件証拠上原告の主張するこれらの事実が認められるかについて

検討するに，まず，前記①ないし②について，被告らが，原告の会員に対し

て，原告を誹謗中傷し，原告を退会して被告会社に入会するよう勧誘したな

どとする内容を含む証拠はある（甲１，１４，１５，１８，１９，２１，証

人Ｄの証言，証人Ｅの証言，原告代表者の尋問結果）ものの（なお，その他

の同旨の陳述書（甲１３，１６，２０，２２）は，前記前提事実(4)イのと

おり，偽造されたものである。），前記①ないし②の事実を認めるに足りる

証拠はない。すなわち，これらの証拠のうち，自らが被告らから原告を退会

するよう勧誘されたとの内容を含むものは，甲第２１号証（Ｇ陳述書）のみ

であるところ，これは反対尋問の機会のなかった陳述書に過ぎないこと，本

件訴訟においては原告従業員等により偽造された陳述書が原告から複数提出

されていること，被告Ｂは同陳述書記載のような勧誘をしたことを否定して

いること（被告Ｂの尋問結果）などに照らし，かかる陳述書のみから前記①

ないし②の事実を認定することはできない。そして，その余の証拠について

は，いずれも具体性に乏しく，被告らが，いつ，誰に対して，いかなる事実

を述べたのか，全く明らかでない上，いずれも伝聞証拠であって，これらか

ら①ないし②の事実を認定することはできない。 

なお，前記②に関連して，Ｆが，平成２６年４月末をもって原告の顧問を

辞したこと，Ｆが同年６月付けで「クラブＤＮＡの皆様へ」と題する文書を

原告の会員に送付したことが認められる（乙１０）ものの，その文書の内容

は，Ｆが，原告は「今年に入り私に何らの相談もなく“乳酸菌生産物質濃縮

液”なる商品を販売しました。本商品は６０ｃｃの水溶液の中にナトリウム

を１３．３ｇ（２２％）高含有する製品であり，乳酸菌生産物質に由来する

と思われるタンパク質は０．７ｇ（１．１％）しか含まれない商品です。ナ



 

 10 

トリウム高含有商品は健康上大きな問題があり，安全性を重視しない会社に

愛想を尽かし顧問を辞めた次第です。」などというものであり（乙１０），

内容が虚偽であると認めるに足りる証拠はない上，そもそも被告らがＦをし

て同文書を送付させたことについての証拠は全くない。 

さらに，前記③に関して，平成２６年５月ころから原告に大量の退会届が

提出されていたこと，退会者のなかに退会届を提出した覚えはない旨述べた

者がいたことなどの内容を含む証拠はある（甲２３ないし甲３０（枝番を含

む。以下同じ。），証人Ｈの証言）ものの，いずれも，被告らが関与したこ

とを示すものではない（被告らが関与したとの推測を述べる陳述書の記載

（甲２６，２７）は，証拠（乙５，６〔いずれも当該退会届の提出者自身が

被告らの関与を否定する内容である。〕，被告Ｂの尋問結果）に照らしおよ

そ採用できない。）から，被告らが，自ら又は下部会員を介して，本人の承

諾を得ないまま退会届を提出したと認めるに足りる証拠はない。そもそも，

原告は前記前提事実(4)ア記載の各文書を退会届提出者に対して送付したに

もかかわらず，退会届提出者のうち退会届を撤回した者がいると認めるに足

りる証拠はないのであるから，退会届が本人の意思に反して提出されたこと

自体も認めることができないというべきであり，まして，被告らが，自ら又

は下部会員を介して，会員本人の承諾を得ないまま退会届を提出したと認め

ることは到底できない。 

なお，甲第３３号証については，被告Ｂが自ら紹介・斡旋した者のうちフ

ァクシミリがない者の退会届を代筆して提出したこと，前記前提事実(4)ア

記載の事実関係を踏まえて被告らがこれから原告を退会する者には本人から

原告に電話してもらうのが簡単に済んでよいという趣旨の会話をしていたこ

とが記載されているものの，かかる記載だけでは被告らが原告の会員に退会

するよう働きかけたことや本人の承諾を得ないままに退会届を提出したこと

は認められない。 
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(2) したがって，原告の主張する不法行為はいずれもこれを認めるに足りる

証拠がない。 

  なお，仮に，原告の主張が，被告らにおいて原告の会員に対して被告会社

の会員として加入するよう勧めた行為自体が不法行為に該当する旨を主張す

るものであると解しても，被告らの営業の自由や職業選択の自由等の観点を

考慮すると，原告が主張するような行為自体が不法行為法上直ちに違法とな

るとは言い難いところ，原告はそれ以上に不法行為の具体的態様を主張して

いないから，結局，原告の主張は理由がない。 

３ 結論 

よって，原告の請求は，その余の点につき判断するまでもなく，いずれも理

由がないから，これらを棄却することとして，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第４７部 

 

裁判長裁判官     沖   中   康   人 

 

 

裁判官     廣   瀬   達   人 

 

 

裁判官     宇   野   遥   子 
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（別紙） 

商 品 目 録 

 

１．食品 「核酸 真生 ＭＡＯ」 

２．化粧品 「優魅」 

以上 

 

 

別紙「ＤＮＡ会員名簿」は省略 


